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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和８年３月１０日（令和８年（行情）諮問第２９０号） 

答申日：令和８年６月１７日（令和８年度（行情）答申第２４６号） 

事件名：統合参考資料が「それぞれ管理」されていることが分かる文書の不開

示決定（存否応答拒否）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき、その存否

を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し、令和８年１月２６日付け防官文第１６

８３号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行っ

た不開示決定（以下「原処分」という。）について、その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書の記載によると、

おおむね以下のとおりである。 

不開示決定の取消し。 

本件請求に関しては、行政文書管理簿を開示すれば良いだけなので、諮

問庁の不開示理由は全く理由にならない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は、本件対象文書の開示を求めるものであり、当該請求に

係る行政文書については、令和８年１月２６日付け防官文第１６８３号に

より、法８条の規定に基づき存否の応答を拒否する不開示決定処分（原処

分）を行った。 

本件審査請求は、原処分に対して提起されたものである。 

２ 法５条該当性について 

本件対象文書の存否を明らかにした場合、特定の個人が識別され、法５

条１号に規定する不開示情報を開示することとなるため、法８条の規定に

基づき、その存否の応答を拒否することとした。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、「本件請求に関しては、行政文書管理簿を開示すれば良

いだけなので、諮問庁の不開示理由は全く理由にならない」として、原処
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分の取消しを求めるが、上記２のとおり、本件対象文書については、当該

開示請求に係る行政文書の存否を明らかにした場合、法５条１号に規定す

る不開示情報を開示することと同様の効果を生じさせることとなるため、

法第８条の規定に基づき、その存否の応答を拒否したものである。 

よって、審査請求人の主張には理由がなく、原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和８年３月１０日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１１日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は、本件対象文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

その存否を答えるだけで、法５条１号の不開示情報を開示することとなる

として、法８条に基づき、その存否を明らかにせずに本件開示請求を拒否

する原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は原処分の取消しを求めているところ、諮問庁

は原処分を妥当としていることから、以下、本件対象文書の存否応答拒否

の妥当性について検討する。 

２ 存否応答拒否の妥当性について 

（１）本件開示請求は、請求内容の参照文書として諮問庁が特定個人宛に送

付した文書（以下「添付文書」という。）を添付した上で、本件対象文

書の開示を求めるものであるところ、添付文書は、当該個人による諮問

庁に対する開示請求に関して、諮問庁が当該個人宛てに送付した照会文

書の一部であると認められるから、本件対象文書の存否を答えることは、

当該個人が諮問庁に対して開示請求を行い、諮問庁から文書で開示請求

に係る照会を受けた事実の有無（以下「本件存否情報」という。）を開

示することと同様の結果を生じさせるものと認められる。 

（２）本件存否情報は、特定個人についての法５条１号本文前段に規定する

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもので

あると認められ、同号ただし書イないしハに該当することを示す事情も

存しない。 

（３）したがって、本件対象文書の存否を答えるだけで、法５条１号の不開

示情報を開示することと同様の結果を生じさせることになるため、法８

条の規定により、本件対象文書の存否を明らかにしないで、本件開示請

求を拒否すべきものと認められる。 

３ 審査請求人のその他の主張について 
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審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象文書につき、その存否を答えるだけで開示す

ることとなる情報は法５条１号に該当するとして、その存否を明らかにし

ないで開示請求を拒否した決定については、当該情報は同号に該当すると

認められるので、妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 白井幸夫、委員 田村達久、委員 野田 崇 
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別紙 

 

本件対象文書 

統合参考資料が「それぞれ管理」されていることが分かる文書に該当するも

の全て。 


